
令 和 ４ 年
９月16日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請
の
概
要（
環
境
政
策
課
）
…
…
…
一

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
（
環
境
政
策
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
休
止
の
届
出
（
厚
政
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
再
開
の
届
出
（
厚
政
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
農
林
水
産
政
策
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
農
林
水
産
政
策
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

令
和
四
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
実
施
（
商
政
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
人
委
規
則

等
級
別
基
準
職
務
表
に
掲
げ
る
職
務
と
同
程
度
の
職
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五

…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

政
治
団
体
の
名
称
等

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

政
治
団
体
の
異
動
事
項

五
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等

六
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
規
則

山
口
県
警
察
本
部
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
雑
報

県
報
の
正
誤
（
令
和
四
年
五
月
十
七
日
山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
五
号
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。当

該
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基

づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
令
和
四
年
九
月
十
六
日
か
ら
同
年
十
月
七
日
ま

で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
周
南
市
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
に
お
い
て
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
名
又
は
名
称

東
ソ
ー
株
式
会
社

住

所

周
南
市
開
成
町
四
五
六
〇
番
地

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

東
ソ
ー
株
式
会
社
南
陽
事
業
所

所
在
地

周
南
市
開
成
町
四
五
六
〇
番
地

三

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
三
十
七
号
の
石

油
化
学
工
業
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
及
び
同
法
第
七
十
四
号
の
特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ

れ
る
水
の
処
理
施
設

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
の
内
容

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
及
び
特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
又
は
廃
液
の
処
理
の
方
法
を
変

更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
表
の
と
お
り
変
更
を
生
ず
る
。

一
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㈠

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

種

類

項
目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

三
七－

タ

変
更
前

八

六

～

九

二

二

五

五

三
・
三

三
・
三

〇
・
〇
四

〇
・
〇
六

二
四
〇

二
四
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

七
四

変
更
前

〃

〃

三

五

一
〇

二
〇

一
・
三

二
・
二

〇
・
一

〇
・
二

⟋、⟒⟍⟒、⟌⟌⟉

⟋、⟒⟍⟒、⟍⟉⟑

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

⟋、⟒⟍⟒、⟎⟐⟉

⟋、⟒⟍⟒、⟏⟍⟑

備
考

「
三
七－

タ
」
及
び
「
七
四
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
別
表
第
一
第
三
十
七
号
の
石
油
化
学
工
業
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
及
び
同
表
第
七
十
四
号
の
特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
の
処
理
施

設
を
い
う
。

㈡

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び
処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

種

類

項

目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

酸
化
分
解
処
理
槽

処
理
前

変
更
前

九

八

～一
〇
四
四
一
･三
四
四
一
･三

五

五
検
出
せ
ず

二
五
一

二
五
一

〇
・
〇
四

〇
・
〇
六

⟋、⟋⟍⟎・
⟑⟎

⟋、⟋⟍⟎・
⟑⟎

変
更
後

〃

〃

三
九
八
･九
三
九
八
･九

〃

〃
〃

二
二
七
･一
二
二
七
･一

〃

〃

⟋、⟍⟑⟎・
⟑⟎

⟋、⟍⟑⟎・
⟑⟎

処
理
後

変
更
前

〃

〃

一
三
五

一
三
五

〃

〃
〃

一
八
六

一
八
六

〃

〃

⟋、⟍⟎⟒・
⟉⟎

⟋、⟍⟎⟒・
⟉⟎

変
更
後

〃

〃

一
二
三

一
二
三

〃

〃
〃

一
六
九

一
六
九

〃

〃

⟋、⟏⟒⟒・
⟊⟎

⟋、⟏⟒⟒・
⟊⟎

総
合
排
水
処
理
施
設

処
理
前

変
更
前

八

六

～

九

三

五

一
四
〇

二
八
〇

一

一
・
三

二
・
二

〇
・
一

〇
・
二

⟋、⟒⟍⟒、⟌⟌⟉

⟋、⟒⟍⟒、⟍⟉⟑

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

⟋、⟒⟍⟒、⟎⟐⟉

⟋、⟒⟍⟒、⟏⟍⟑

処
理
後

変
更
前

〃

〃

〃

〃

一
〇

二
〇

〃

〃

〃

〃

〃

⟋、⟒⟍⟒、⟌⟌⟉

⟋、⟒⟍⟒、⟍⟉⟑

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

⟋、⟒⟍⟒、⟎⟐⟉

⟋、⟒⟍⟒、⟏⟍⟑

二
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五

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排
出
水
の
量

排

水

口

項

目

排

出

水

の

汚

染

状

態

の

値

排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

No．1

排

水

口

変
更
前

八

六

～

九

二
・
五

四
・
三

六

一
三

一

〇
・
九

一
・
二

〇
・
一

〇
・
二

二
四
〇
、
二
〇
〇

二
四
〇
、
二
〇
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
三
九
、
九
六
〇

二
三
九
、
九
六
〇

No．2

排

水

口

変
更
前

〃

〃

三

五

一
〇

二
〇

〃

一
・
三

二
・
二

〃

〃

二
、九
四
九
、三
三
〇
二
、九
四
九
、四
〇
八

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
、九
四
九
、五
七
〇
二
、九
四
九
、六
四
八

山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

周
南
市
野
村
南
町
四
八
三
八
の
一
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
、
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
一－
ジ
ク
ロ

ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
水
銀
及
び
そ
の
化
合
物
、
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合

物
、
一
・
一
・
一－

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ

素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
九
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

休
止
年
月
日

名

称

所

在

地

斉
藤
外
科

山
口
市
吉
敷
下
東
一
丁
目
一
〇
番
一
号

令
和
四
、

六
、
三
〇

山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
再
開
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
九
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

再
開
年
月
日

名

称

所

在

地

斉
藤
外
科

山
口
市
吉
敷
下
東
一
丁
目
一
〇
番
一
号

令
和
四
、

七
、
一
一

山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
つ
い
て

同
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

三
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令
和
四
年
九
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

域

区

分

三
見
区
域

主
と
し
て
底
び
き
網
又
は
沖
建
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業
及
び

大
型
定
置
網
漁
業

山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
及
び
区

分
に
つ
い
て
同
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

令
和
四
年
九
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

加

入

区

区

分

小
野
田
、
藤
曲
浦
、
新
宇
部
加
入
区

下
関
南
風
泊
加
入
区

の
り
等
養
殖
業
（
の
り
養
殖
業
）

わ
か
め
養
殖
業

公

告

（
一
五
五
）
令
和
四
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
実
施

砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
砂
利
採
取

業
務
主
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
四
年
九
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

試
験
の
日
時

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二

試
験
の
場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
庁
商
工
労
働
部
一
号
会
議
室

三

受
験
資
格

年
齢
、
性
別
、
職
歴
、
学
歴
等
特
別
の
制
限
は
な
い
。

四

試
験
の
科
目

㈠

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
法
令

㈡

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
（
基
礎
的
な
土
木
及
び
河
川
工
学
に
関
す
る
事
項
を
含

む
。
）

五

受
験
願
書
の
受
付
期
間

令
和
四
年
十
月
十
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は
、

十
月
二
十
一
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。
）

六

受
験
願
書
等
の
提
出
先

山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）

山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課

七

提
出
書
類

㈠

受
験
願
書

㈡

写
真
（
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

た
無
帽
、
正
面
向
き
及
び
上
半
身
像
の
も
の
と
す
る
。
裏
面
に
は
、
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年

齢
を
記
入
す
る
こ
と
。
）

八

受
験
手
数
料

八
千
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙

に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

九

合
格
者
の
発
表
等

㈠

合
格
者
の
発
表
は
、
令
和
四
年
十
一
月
三
十
日
（
水
曜
日
）
と
し
、
合
否
を
受
験
者
に
文
書
で

通
知
す
る
。

㈡

試
験
の
得
点
の
開
示
は
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験
の
得
点
の

開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
以
後
、
受
験
票
を
提
示
し
て
そ
の
旨
を

知
事
に
申
し
出
る
こ
と
。

十

そ
の
他

㈠

受
験
願
書
等
の
請
求
は
、
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
に
す
る
こ

と
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
願
書

部
請
求
」

と
朱
書
し
、
次
の
表
に
掲
げ
る
受
験
願
書
等
の
請
求
部
数
に
応
じ
た
金
額
に
相
当
す
る
切
手
を

貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十
三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー

四
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ト
ル
の
も
の
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

受

験

願

書

等

の

請

求

部

数

金

額

一
部

百
二
十
円

二
部
以
上
三
部
以
下

百
四
十
円

㈡

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
一
五
五
）
に
す
る
こ
と
。

人
事
委
員
会

等
級
別
基
準
職
務
表
に
掲
げ
る
職
務
と
同
程
度
の
職
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
六
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

等
級
別
基
準
職
務
表
に
掲
げ
る
職
務
と
同
程
度
の
職
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

等
級
別
基
準
職
務
表
に
掲
げ
る
職
務
と
同
程
度
の
職
務
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
山
口
県
人

事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
ロ

公
安
職
給
料
表
等
級
別
職
務
区
分
表
五
級
の
項
及
び
七
級
の
項
中
「
警
備
調
査
官
の
職

務
」
を
「
警
備
調
査
官
の
職
務

警
備
対
策
官
の
職
務
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
九
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
九
月
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

江
原
け
ん
じ
後
援

会
本
山
義
雄
原
田
正
廣
長
門
市
油
谷
伊
上
2202

令
和
４
、

７
、
27

中
島
し
ゅ
う
じ
後

援
会

江
原
健
二
岡
村
彰
夫
〃

仙
崎
888の

１
〃
〃
〃

長
本
好
政
後
援
会
長
本
好
政
長
本
好
政
下
関
市
彦
島
杉
田
町
２
丁

目
１
番
３
号

〃
〃
26

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
九
月
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

自
由
民
主
党
山
口
県
第
四
選
挙

区
支
部

安
倍
昭
恵

代
表
者
安
倍
昭
恵

安
倍
晋
三

令
和
４
、

７
、
８

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
以
外

の
政
治
団
体

政
治
資
金
規
正

法
第
19条
の
７

第
１
項
第
１
号

に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団

体

安
倍
晋
三
後
援
会

畑
村

剛
〃

〃

政
治
資
金
規
正

法
第
19条
の
７

第
１
項
第
２
号

に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団

体

〃
〃
〃

近
藤
康
夫
後
援
会

近
藤
康
夫
会
計
責
任
者
近
藤
裕
子

近
藤
隆
俊

〃
〃
７

代
表
者
小
林
拓
宏

福
井

武 四
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近
藤
康
夫
と
未
来
を
拓
く
会

小
林
拓
宏

〃
〃
〃

会
計
責
任
者
近
藤
裕
子

小
林
拓
宏

末
永
義
美
新
市
創
生
会

末
永
義
美
事
務
所
美
祢
市
大
嶺
町

東
分
3254の

４
美
祢
市
大
嶺
町

東
分
3417の

５
〃
４
、
１

新
田
健
介
後
援
会

吉
村
学
俊
代
表
者
吉
村
学
俊

久
保
田
浩
史

〃
７
、
〃

山
口
県
医
師
連
盟

加
藤
智
栄
〃

加
藤
智
栄

河
村
康
明

〃
６
、
16

会
計
責
任
者
伊
藤
真
一

清
水

暢

山
口
政
経
研
究
会

畑
村

剛
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
以
外

の
政
治
団
体

政
治
資
金
規
正

法
第
19条
の
７

第
１
項
第
２
号

に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団

体

〃
７
、
８

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
九
月
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散

年
月
日

河
原
一
博
後
援
会

小
野
道
雄
河
原
圭
子
阿
武
郡
阿
武
町
大
字
奈
古
992

令
和
３
、

12、
31

く
ら
な
り
幹
也
後
援
会

末
廣
光
啓
山
本
建
夫
山
口
市
平
井
1375

〃
〃
28

税
理
士
に
よ
る
河
村
建
夫

後
援
会

原
田
鉄
也
畑

善
高
宇
部
市
松
山
町
２
丁
目
７
番
15号

令
和
４
、

５
、
１

Ｔ
Ｋ
Ｃ
河
村
建
夫
政
経
研

究
会

金
重
泰
夫
高
野
典
介
〃

寿
町
３
丁
目
５
番
13号

〃
〃
〃

と
く
し
げ
謙
二
後
援
会

新
村
一
男
山
本
章
史
周
南
市
野
村
南
町
4976

〃
３
、
31

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
九
月
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

資
金
管
理
団
体

の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
を

し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

下
村
太
郎

下
村
太
郎
後
援
会

公
職
の
種
類
柳
井
市
議
会
議

員
柳
井
市
長

令
和
３
、

11、
28

公
安
委
員
会

山
口
県
警
察
本
部
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
六
日

山
口
県
公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号

山
口
県
警
察
本
部
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
警
察
本
部
組
織
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
七
項
中
「
特
殊
詐
欺
対
策
室
を
」
の
下
に
「
、
警
備
部
警
備
課
に
警
備
対
策
室
を
」
を
加

え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
九
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報

正

誤

令
和
四
年
五
月
十
七
日
山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
五
号
（
政
治
団
体
の
名
称
等
）
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ペ
ー
ジ

段

箇

所

六

上

表
中

誤

政
治
団
体
の







名 
称 

代 
表 

者 

会
計
責
任






者
の
氏
名






主
た
る
事
務
所
の
所
在
地












そ
の
他
の






事 
項 

備 
考 

（
届 
出 ）

年
月
日





氏 
名 
公
職
の
種
類







国
民
民
主
党







山
口
県
総
支







部
連
合
会






大
内



一
也



参
議
院
議
員






大
内



一
也



周
南
市
新
地
町







15 
番 
23 
号 

政
治
資
金
規







正
法
第




19 
条 

の
７
第
１
項







第
１
号
に
係







る
国
会
議
員







関
係
政
治
団







体 

令
和
４
、






３
、



31 


政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

木
原
愛
子
後
援
会

木
原
ア
イ

木
原
智
成
下
松
市
大
字
東
豊
井
1941

の
７

令
和
４
、






３
、



１

正

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

国
民
民
主
党
山
口









県
総
支
部
連
合
会








大
内



一
也



大
内



一
也



周
南
市
新
地
町







15 
番 
23 
号 

１
以
上
の
市
町








村
の
区
域
等
を








単
位
と
し
て
設








け
ら
れ
た
政
党








（
国
民
民
主









党
）
の
支
部







令
和
４
、






３
、
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木
原
愛
子
後
援
会

木
原
ア
イ

木
原
智
成
下
松
市
大
字
東
豊
井
1941

の
７

〃 

〃 
１

七
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令
和
四
年
九
月
十
六
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
四
年
九
月
十
六
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


